
 

 

 

 

三 重 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 一 月 三 十 一 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬  

三 重 県 規 則 第 一 号  

三 重 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 三 重 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 二 十 六 号 。 以 下 「 土

砂 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 の 用 語 の 意 義 は 、 土 砂 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 土 砂 条 例 第 二 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 産 業 廃 棄 物 ）  

第 三 条  土 砂 条 例 第 二 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 産 業 廃 棄 物 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  浄 水 汚 泥  

二  そ の 他 埋 立 て 等 に 用 い る 再 生 土 の 原 材 料 で あ っ て 、 知 事 が 認 め る 汚 泥  

（ 土 砂 条 例 第 二 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 処 理 ）  

第 四 条  土 砂 条 例 第 二 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 処 理 は 、 混 合 そ の 他 知 事 が 認 め る 処 理 と す る 。  

（ 土 砂 基 準 ）  

第 五 条  土 砂 条 例 第 七 条 の 土 砂 基 準 は 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 項 目 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 基 準

と す る 。  

（ 土 砂 条 例 第 九 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 者 ）  

第 六 条  土 砂 条 例 第 九 条 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と す る 。  

一  土 地 改 良 区  

二  土 地 改 良 区 連 合  

三  土 地 区 画 整 理 組 合  

四  市 街 地 再 開 発 組 合  

五  日 本 下 水 道 事 業 団  

六  土 地 開 発 公 社  

七  中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社  

八  独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構  

九  前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 資 本 金 、 基 本 金 そ の 他 こ れ ら に 準 じ る も の の 二 分 の 一 以

上 を 出 資 し て い る 法 人 で あ っ て 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に つ い て 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 と 同 等 以 上 に 災 害 を 防 止

し 、 及 び 生 活 環 境 を 保 全 す る こ と が で き る 者 と し て 知 事 が 公 示 し て 定 め る も の  

（ 土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 要 し な い 法 令 等 の 処 分 に よ る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 ）  

第 七 条  土 砂 条 例 第 九 条 第 七 号 の 規 則 で 定 め る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 処 分 に よ る も の と す る 。  

一  港 湾 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 ） 第 三 十 七 条 第 一 項 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） の 許 可  

二  道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 二 十 四 条 の 承 認 （ 同 条 の 道 路 に 関 す る 工 事 に 係 る も の に 限 る 。 ）

又 は 同 法 第 三 十 二 条 第 一 項 若 し く は 同 法 第 九 十 一 条 第 一 項 の 許 可  

三  土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 十 九 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 認 可 又 は 同 法 第 七 十 六 条 第 一 項 の 許 可  

四  都 市 公 園 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 七 十 九 号 ） 第 五 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 又 は 第 六 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 許 可  

五  下 水 道 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号 ） 第 十 六 条 （ 同 法 第 二 十 五 条 の 十 八 及 び 第 三 十 一 条 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 承 認  

六  河 川 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 六 十 七 号 ） 第 二 十 条 の 承 認 又 は 同 法 第 二 十 四 条 、 第 二 十 六 条 第 一 項 若 し く

は 第 二 十 七 条 第 一 項 の 許 可  

七  都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 許 可    

八  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 三 十 八 号 ） 第 七 条 の 九 第 一 項 の 認 可 又 は 同 法 第 六 十 六 条 第 一 項 の 許 可  

規 則 
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九  海 岸 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 一 号 ） 第 八 条 第 一 項 若 し く は 第 三 十 七 条 の 五 の 許 可 又 は 同 法 第 十 三 条 第 一

項 の 承 認  
十  三 重 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 条 例 第 二 十 一 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 許 可  

十 一  三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 確 認  

十 二  四 日 市 港 管 理 組 合 港 湾 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 条 例 第 三 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 許 可  

（ 土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 要 し な い 土 砂 等 の 埋 立 て 等 ）  

第 八 条  土 砂 条 例 第 九 条 第 九 号 の 規 則 で 定 め る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  コ ン ク リ ー ト 、 ガ ラ ス そ の 他 の 製 品 を 製 造 し 、 又 は 加 工 す る た め の 原 材 料 及 び 製 品 と し て の 土 砂 等 の み を

用 い て 行 う 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

二  運 動 場 、 駐 車 場 そ の 他 の 施 設 の 機 能 を 維 持 す る た め に 行 う 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

三  地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 が 同 項 の 公

の 施 設 の 管 理 と し て 行 う 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

四  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ

れ た 土 地 の 区 域 内 で 行 う 汚 染 の 除 去 、 汚 染 の 拡 散 の 防 止 そ の 他 の 措 置 と し て 行 う 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

五  公 有 水 面 埋 立 法 （ 大 正 十 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 免 許 に 係 る 事 業 に お け る 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

六  鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 が 行 う 鉄 道 路 線 、 停 車 場 そ の

他 の 鉄 道 整 備 に お け る 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

七  三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 認 可 を 受 け た 者 が 、 当 該 認 可

に 基 づ い て 採 取 し た 土 砂 等 を 一 時 的 に 当 該 認 可 に 係 る 場 所 に お い て 行 う 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

八  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 高 さ （ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 行 う 前 の 地 盤 の 最 も 低 い 地 点 と 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ っ て

生 じ た 地 盤 の 最 も 高 い 地 点 と の 垂 直 距 離 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 一 メ ー ト ル 以 下 の 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

九  法 令 若 し く は 条 例 の 規 定 又 は こ れ ら に 基 づ く 処 分 に よ る 義 務 の 履 行 と し て 行 う 土 砂 等 の 埋 立 て 等  

（ 土 地 の 所 有 者 の 同 意 書 ）  

第 九 条  土 砂 条 例 第 十 条 各 項 の 規 定 に よ る 同 意 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 係 る 土 地 使 用 同 意 書 （ 様 式 第 一 号 ） に よ

り 得 る も の と す る 。  

（ 周 辺 地 域 の 住 民 へ の 周 知 ）  

第 十 条  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 一 項 （ 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 か ら 第 四 項 ま で に お い て 同 じ 。 ）

の 周 辺 地 域 は 、 埋 立 て 等 区 域 の 隣 接 地 、 埋 立 て 等 区 域 の 属 す る 自 治 会 に 係 る 区 域 そ の 他 土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一

項 又 は 第 二 項 の 申 請 書 に 記 載 す る 同 条 第 一 項 第 十 一 号 に 掲 げ る 措 置 に 関 係 す る 区 域 と し て 知 事 が 必 要 と 認 め る

区 域 と す る 。  

２  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 説 明 会 は 、 土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 十 五 条 第 二 項

の 申 請 を 行 う 日 の 三 十 日 前 ま で に 開 催 す る も の と す る 。  

３  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 説 明 会 の 開 催 に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 開 催 の 日 時 及 び 場 所 を 周 辺

地 域 の 住 民 の 見 や す い 場 所 に お い て 行 う 掲 示 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 周 知 さ せ る も の と す る 。  

４  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 の 申 請 予 定 者 の 責 め に 帰 す る こ と の で き な い 事 由 は 、 申 請 予 定 者 以 外 の 他

の 者 に よ り 説 明 会 の 公 正 、 円 滑 な 実 施 が 著 し く 阻 害 さ れ 、 説 明 会 の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い こ と が 明 ら

か で あ る こ と と す る 。   

５  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 申 請 書 の 内 容 を 要 約 し た 書 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。  

一  土 砂 条 例 第 十 二 条 の 申 請 が 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 同 項 第 一 号 か ら 第 十 一 号

ま で に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 一 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 同

項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 一 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ）  

二  土 砂 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 変 更 許 可 の 申 請 を し よ う と す る 場 合 は 、 同 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 （ 同 項 第 一 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ）  

６  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 必 要 な 措 置 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 と す る 。  

 一  土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 申 請 書 の 内 容 を 要 約 し た 書 類 の 周 辺 地 域 の 住 民 へ の 提 供  

 二  土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 申 請 書 の 内 容 を 要 約 し た 書 類 の 周 辺 地 域 の 住 民 の 見 や す い 場 所 に お

い て 行 う 掲 示  

７  前 項 の 規 定 は 、 土 砂 条 例 第 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 必 要 な 措 置 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 項 各 号 中 「 土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 二 項 」 と あ る の は 、 「 土 砂 条 例 第
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十 五 条 第 二 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

８  土 砂 条 例 第 十 一 条 第 三 項 （ 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 書 面 は 、 説 明 会 の 開 催 結

果 等 報 告 書 （ 様 式 第 二 号 ） に よ り 作 成 す る も の と す る 。  
（ 許 可 の 申 請 書 ）  

第 十 一 条  土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 許 可 申 請 書 （ 様 式 第 三 号 ） に よ り 行

う も の と す る 。  

２  土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 第 十 二 号 及 び 同 条 第 二 項 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す

る 。  

一  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 十 三 条 に お い て 「 申 請 者 」 と い う 。 ） が 法 人

で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 役 員 （ 土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 ハ に 規 定 す る 役 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の

氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日  

二  申 請 者 が 未 成 年 者 （ 土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 未 成 年 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 場 合

に あ っ て は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 名

称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 生 年 月 日 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並 び に 役 員 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 ）  

三  申 請 者 に 使 用 人 （ 第 十 三 条 に 規 定 す る 使 用 人 を い う 。 次 項 、 第 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 十 六 条 第 二 項 に お い

て 同 じ 。 ） が あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日  

３  土 砂 条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 （ 第 十 五 条 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 申 請 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 十 五 号 に 掲 げ る 書 類 を 除 く 。 ） と す る 。  

一  申 請 者 の 住 民 票 （ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 登 記 事 項 証 明 書 ） の 写 し  

二  申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 役 員 の 住 民 票 の 写 し  

三  申 請 者 が 未 成 年 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 住 民 票 の 写 し （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合

に あ っ て は 、 そ の 登 記 事 項 証 明 書 及 び 役 員 の 住 民 票 の 写 し ）  

四  申 請 者 に 使 用 人 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 者 の 住 民 票 の 写 し  

五  申 請 者 が 土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 イ か ら リ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面  

六  埋 立 て 等 区 域 及 び 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 供 す る 施 設 が 設 置 さ れ る 区 域 （ 以 下 こ の 項 及 び 別 表 第 二 に お い て 「 施

設 設 置 区 域 」 と い う 。 ） の 位 置 図  

七  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 現 況 平 面 図 及 び 現 況 断 面 図  

八  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 測 量 図 及 び 求 積 図  

九  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 計 画 平 面 図 、 計 画 断 面 図 及 び 排 水 計 画 図  

十  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 流 域 図  

十 一  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 及 び 公 図 の 写 し  

十 二  埋 立 て 等 区 域 内 の 土 壌 の 汚 染 状 況 に つ い て の 調 査 の 試 料 と し た 土 砂 等 を 採 取 し た 地 点 の 位 置 図 、 現 場 写

真 、 当 該 採 取 し た 試 料 ご と の 調 査 試 料 採 取 調 書 （ 様 式 第 四 号 ） 及 び 当 該 調 査 の 結 果 を 証 す る 書 面 （ 環 境 計 量

士 （ 計 量 法 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 通 商 産 業 省 令 第 六 十 九 号 ） 第 五 十 条 第 一 号 の 濃 度 に 係 る 計 量 士 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 発 行 し た も の に 限 る 。 ）  

十 三  埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 土 砂 等 の 量 の 計 算 書  

十 四  埋 立 て 等 区 域 外 へ の 排 水 の 水 質 調 査 を 行 う た め の 施 設 の 位 置 図 及 び 構 造 図  

十 五  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 地 盤 が 軟 弱 か 否 か の 判 定 を す る た め の 調 査 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 地

盤 調 査 」 と い う 。 ） の 結 果 を 記 載 し た 書 面 又 は 地 盤 調 査 を 行 う 必 要 が な い 状 態 で あ る こ と を 証 す る 書 面  

十 六  土 質 試 験 そ の 他 の 調 査 又 は 試 験 に 基 づ き 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 構 造 の 安 定 性 の 計 算 （ 以 下 こ の 号 に お い て

「 安 定 計 算 」 と い う 。 ） を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 安 定 計 算 の 内 容 を 記 載 し た 書 面  

十 七  擁 壁 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は 、 擁 壁 の 断 面 図 及 び 背 面 図 並 び に 擁 壁 の 概 要 、 構 造 計 画 、 応 力 算 定 及 び

断 面 算 定 を 記 載 し た 構 造 計 算 書   

十 八  排 水 施 設 の 構 造 図 並 び に 流 量 及 び 断 面 決 定 を 記 載 し た 書 面  

十 九  沈 砂 池 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は 、 沈 砂 池 の 構 造 図 及 び 容 量 を 算 定 し た 書 面  

二 十  調 整 池 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は 、 調 整 池 の 構 造 図 並 び に 容 量 及 び 放 流 量 を 算 定 し た 書 面  

二 十 一  土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 係 る 工 事 の 順 序 を 明 ら か に し た 書 面  

二 十 二  土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 に お け る 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 土 砂 等 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ

る 災 害 を 防 止 す る た め に 講 ず る 措 置 及 び 埋 立 て 等 区 域 の 周 辺 地 域 の 生 活 環 境 を 保 全 す る た め に 講 ず る 措 置 を

明 ら か に し た 書 面  
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二 十 三  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 施 工 に 要 す る 経 費 に 係 る 資 金 調 達 計 画 書 （ 様 式 第 五 号 ） 及 び 次 の イ か ら ハ ま で に

掲 げ る 書 類  

  イ  申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 直 前 三 年 の 各 事 業 年 度 に お け る 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 、 株 主 資 本 等 変

動 計 算 書 、 個 別 注 記 表 並 び に 法 人 税 の 納 付 す べ き 額 及 び 納 付 済 額 を 証 す る 書 類  

  ロ  申 請 者 が 個 人 で あ る 場 合 に は 、 資 産 に 関 す る 調 書 並 び に 直 前 三 年 の 所 得 税 の 納 付 す べ き 額 及 び 納 付 済 額

を 証 す る 書 類  

  ハ  資 金 を 自 己 資 金 で 調 達 す る 場 合 に は 金 融 機 関 の 預 金 若 し く は 貯 金 の 残 高 を 証 明 す る 書 類 又 は こ れ に 類 す

る 書 類 、 借 入 金 で 調 達 す る 場 合 に は 金 融 機 関 の 融 資 を 証 明 す る 書 類  

二 十 四  土 砂 等 の 搬 入 に 係 る 管 理 計 画 書 （ 様 式 第 六 号 ）  

二 十 五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 参 考 と な る 書 類  

４  前 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 埋 立 て 等 区 域 内 の 土 壌 の 汚 染 状 況 に つ い て の 調 査 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の

方 法 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

一  次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う こ と 。  

イ  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 埋 立 て 等 区 域 の 面 積 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 に 定 め る 数 以 上 の 区 域 に 等 分 し て

行 う こ と 。  

埋 立 て 等 区 域 の 面 積  等 分 し て 調 査 を 行 う 区 域 の 数  

０ ・ 三 ヘ ク タ ー ル 以 上 ０ ・ 五 ヘ ク タ ー ル 未 満  二  

０ ・ 五 ヘ ク タ ー ル 以 上 一 ヘ ク タ ー ル 未 満  三  

一 ヘ ク タ ー ル 以 上 二 ヘ ク タ ー ル 未 満  四  

二 ヘ ク タ ー ル 以 上 三 ヘ ク タ ー ル 未 満  五  

三 ヘ ク タ ー ル 以 上 四 ヘ ク タ ー ル 未 満  六  

四 ヘ ク タ ー ル 以 上 五 ヘ ク タ ー ル 未 満  七  

五 ヘ ク タ ー ル 以 上 六 ヘ ク タ ー ル 未 満  八  

六 ヘ ク タ ー ル 以 上 七 ヘ ク タ ー ル 未 満  九  

七 ヘ ク タ ー ル 以 上 八 ヘ ク タ ー ル 未 満  十  

八 ヘ ク タ ー ル 以 上 九 ヘ ク タ ー ル 未 満  十 一  

九 ヘ ク タ ー ル 以 上 十 ヘ ク タ ー ル 未 満  十 二  

十 一 ヘ ク タ ー ル 以 上  十 三  

ロ  土 壌 の 調 査 の た め の 試 料 と す る 土 砂 等 の 採 取 は 、 イ の 規 定 に よ り 等 分 し た 各 区 域 の 中 央 の 地 点 及 び 当 該

中 央 の 地 点 を 交 点 に 直 角 に 交 わ る 二 直 線 上 の 当 該 中 央 の 地 点 か ら 五 メ ー ト ル か ら 十 メ ー ト ル ま で の 四 地 点

（ 当 該 地 点 が な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 中 央 の 地 点 を 交 点 に 直 角 に 交 わ る 二 直 線 上 の 当 該 中 央 の 地 点 と 当

該 区 域 の 境 界 と の 中 間 の 四 地 点 ） の 土 壌 に つ い て 行 い 、 そ れ ぞ れ の 採 取 地 点 に お い て 等 量 と す る こ と 。  

ハ  ロ の 規 定 に よ り 採 取 し た 土 砂 等 は 、 イ の 規 定 に よ り 等 分 し た 区 域 ご と に 混 合 し 、 そ れ ぞ れ の 区 域 ご と に

一 試 料 と す る こ と 。 た だ し 、 知 事 が 承 認 し た 場 合 に あ っ て は 、 イ の 規 定 に よ り 等 分 し た 複 数 の 区 域 か ら 採

取 し た 土 砂 等 を 混 合 し 、 一 試 料 と す る こ と が で き る 。  

ニ  ハ の 規 定 に よ り 作 成 し た 試 料 は 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 項 目 ご と に 測 定 し な け れ ば な ら な い 。  

二  前 号 と 同 等 以 上 に 土 壌 の 汚 染 状 況 が 確 認 で き る 方 法 と し て 知 事 が 認 め る 方 法  

（ 土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 ニ で 定 め る 法 令 ）  

第 十 二 条  土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 ニ の 規 則 で 定 め る 法 令 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  森 林 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 九 号 ）  

二  地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 三 十 号 ）  

三  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 七 号 ）  

四  土 壌 汚 染 対 策 法  

五  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ）  

六  大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 七 号 ）  

七  騒 音 規 制 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 九 十 八 号 ）  

八  海 洋 汚 染 等 及 び 海 上 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 六 号 ）  

九  水 質 汚 濁 防 止 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ）  

十  悪 臭 防 止 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 九 十 一 号 ）  
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十 一  振 動 規 制 法 （ 昭 和 五 十 一 年 法 律 第 六 十 四 号 ）  

十 二  特 定 有 害 廃 棄 物 等 の 輸 出 入 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成 四 年 法 律 第 百 八 号 ）  
十 三  ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 号 ）  

十 四  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 五 号 ）  

十 五  三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 ）  

十 六  市 町 が 定 め た 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 規 制 に 関 す る 条 例  

（ 使 用 人 ）  

第 十 三 条  土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 チ 及 び リ の 規 則 で 定 め る 使 用 人 は 、 申 請 者 の 使 用 人 で あ っ て 、 次 に 掲

げ る も の の 代 表 者 で あ る も の と す る 。  

一  本 店 又 は 支 店 （ 商 人 以 外 の 者 に あ っ て は 、 主 た る 事 務 所 又 は 従 た る 事 務 所 ）  

二  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 継 続 的 に 業 務 を 行 う こ と が で き る 施 設 を 有 す る 場 所 で 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 係

る 契 約 を 締 結 す る 権 限 を 有 す る 者 を 置 く も の  

（ 形 状 及 び 構 造 上 の 基 準 ）  

第 十 四 条  土 砂 条 例 第 十 四 条 第 一 項 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 形 状 及 び 構 造 上 の 基 準 は 、 土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 に 係

る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 、 当 該 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 搬 出 を 目 的 と し て 行 わ れ る も の （ 以 下 「 一 時 堆 積 」 と い う 。 ）

以 外 で あ る 場 合 に あ っ て は 別 表 第 二 、 一 時 堆 積 で あ る 場 合 に あ っ て は 別 表 第 三 に 掲 げ る と お り と す る 。  

（ 形 状 及 び 構 造 上 の 基 準 の 適 用 除 外 ）  

第 十 五 条  土 砂 条 例 第 十 四 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 申 請 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 申 請 と す る 。  

一  地 す べ り 等 防 止 法 第 十 八 条 第 一 項 の 許 可 を 要 す る 行 為  

二  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 第 七 条 第 一 項 の 許 可 を 要 す る 行 為  

三  三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 第 四 条 第 一 項 の 許 可 を 要 す る 行 為  

（ 変 更 の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 ）  

第 十 六 条  土 砂 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 又 は 主 た る

事 務 所 の 所 在 地 ） の 変 更  

二  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 受 け た 者 の 法 定 代 理 人 の 氏 名 又 は 住 所 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） の 変 更  

三  管 理 事 務 所 の 所 在 地 の 変 更  

四  管 理 事 務 所 に 置 く 管 理 責 任 者 の 氏 名 又 は 職 名 の 変 更  

五  埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 土 砂 等 の 量 の 変 更 （ 当 該 土 砂 等 の 量 を 減 少 さ せ る も の に 限 る 。 ）  

六  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 期 間 の 変 更 （ 当 該 期 間 を 短 縮 さ せ る も の に 限 る 。 ）  

七  埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 土 砂 等 の 搬 入 に 関 す る 計 画 の 変 更 （ た だ し 、 搬 入 土 砂 等 の 種 類 の 変 更 は 除 く 。 ）  

八  土 砂 等 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 の 発 生 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 と し て 設 置 し た 排 水 施 設 そ の

他 の 施 設 の 構 造 の 変 更 （ 当 該 施 設 の 機 能 を 高 め る も の に 限 る 。 ）   

九  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 受 け た 者 に 係 る 役 員 又 は 使 用 人 の 変 更  

２  土 砂 条 例 第 十 五 条 第 二 項 の 申 請 書 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 変 更 許 可 申 請 書 （ 様 式 第 七 号 ） と す る 。  

３  土 砂 条 例 第 十 五 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 第 十 一 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

４  土 砂 条 例 第 十 五 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 第 十 一 条 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の う ち 変 更 に 係 る も の と

す る 。  

５  土 砂 条 例 第 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 変 更 届 （ 様 式 第 八 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

（ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 着 手 の 届 出 ）  

第 十 七 条  土 砂 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 着 手 届 （ 様 式 第 九 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

（ 土 砂 等 の 搬 入 の 報 告 ）  

第 十 八 条  土 砂 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 砂 等 （ 再 生 土 又 は 当 該 土 砂 等 の 発 生 場 所 以 外 の 場 所 に お い て

処 理 さ れ る 改 良 土 を 除 く 。 次 項 及 び 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） の 発 生 場 所 の 確 認 は 、 当 該 土 砂 等 の 発 生 場 所 ご と に 、

土 地 の 所 有 権 そ の 他 の 権 原 に 基 づ き 当 該 土 砂 等 を 発 生 さ せ る 者 が 発 行 す る 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 様 式 第 十 号 ）

に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  土 砂 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 砂 等 の 汚 染 （ 土 砂 基 準 に 適 合 し な い こ と を い う 。 以 下 こ の 条 に お い
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て 同 じ 。 ） の お そ れ が な い こ と の 確 認 は 、 当 該 土 砂 等 の 発 生 場 所 ご と に 、 土 壌 汚 染 対 策 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 さ

れ る 土 壌 汚 染 状 況 調 査 又 は 三 重 県 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 七 号 ） 第 七 十 二 条 の

二 第 二 項 若 し く は 第 七 十 二 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 を 記 載 し た 書 類 そ の 他 の 同 法 若 し く は 同 条 例

の 規 定 に よ る 手 続 に 係 る 書 類 で あ っ て 知 事 が 別 に 定 め る も の に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 難 い 場 合 に お け る 土 砂 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 砂 等 の 汚 染 の お そ れ が な い こ と

の 確 認 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 土 砂 等 の 発 生 場 所 の 土 地 の 利 用 状

況 等 の 調 査 の 結 果 又 は 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 項 目 ご と の 土 砂 等 に 水 を 加 え た 場 合 に 溶 出 す る 物 質 の 量 及 び 土

砂 等 に 含 ま れ る 物 質 の 量 の 調 査 結 果 を 記 載 し た 書 類 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  土 砂 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 砂 等 （ 再 生 土 又 は 当 該 土 砂 等 の 発 生 場 所 以 外 の 場 所 に お い て 処 理 さ

れ る 改 良 土 に 限 る 。 ） の 発 生 場 所 及 び 汚 染 の お そ れ が な い こ と の 確 認 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 書 類 等 に よ り 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

一  三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定

及 び 同 条 例 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 係 る 書 類 の 写 し  

二  都 道 府 県 又 は 市 町 村 が 定 め た 改 良 土 又 は 再 生 土 の 適 正 利 用 に 関 す る 条 例 （ 三 重 県 リ サ イ ク ル 製 品 利 用 推 進

条 例 と 同 等 以 上 に 改 良 土 又 は 再 生 土 を 適 正 利 用 で き る こ と が 確 認 で き る と 認 め ら れ る 条 例 に 限 る 。 ） に よ る

認 定 等 に 係 る 書 類 の 写 し  

三  第 一 号 と 同 等 以 上 に 改 良 土 又 は 再 生 土 を 適 正 利 用 で き る こ と が 確 認 で き る 書 類 と し て 知 事 が 認 め る も の  

５  土 砂 条 例 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 後 、 土 砂 等 を 搬 入 す る 前 に 、 第

一 項 に 規 定 す る 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 及 び 第 二 項 若 し く は 第 三 項 の 確 認 に 係 る 書 類 又 は 前 項 に 規 定 す る 書 類 等 を

添 付 し て 、 土 砂 等 搬 入 報 告 書 （ 様 式 第 十 一 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 土 砂 等 管 理 台 帳 ）  

第 十 九 条  土 砂 条 例 第 十 九 条 に 規 定 す る 土 砂 等 管 理 台 帳 は 、 土 砂 等 管 理 台 帳 （ 様 式 第 十 二 号 ） と す る 。  

２  土 砂 条 例 第 十 九 条 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 一  土 砂 等 を 発 生 さ せ る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所

在 地 ）  

 二  土 砂 等 の 発 生 場 所 ご と の 一 日 当 た り の 土 砂 等 の 搬 入 量 及 び 搬 入 の た め の 車 両 台 数   

 三  一 時 堆 積 に あ っ て は 、 一 日 当 た り の 土 砂 等 の 搬 出 量 及 び 搬 出 の た め の 車 両 台 数   

３  土 砂 条 例 第 十 九 条 の 土 砂 等 管 理 台 帳 に は 、 毎 月 の 末 日 ま で に 、 当 該 月 中 に お け る 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

（ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 使 用 し た 土 砂 等 の 量 の 報 告 ）  

第 二 十 条  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 に 係 る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 一 時 堆 積 以 外 で あ る 場 合 に お け る 土 砂 条 例 第 二 十 条

の 規 定 に よ る 報 告 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 着 手 し た 日 後 、 毎 年 、 四 月 か ら 九 月 ま で の 間 に 使 用 し た 土 砂 等 の 量

を 十 月 末 日 ま で に 、 十 月 か ら 翌 年 三 月 ま で の 間 に 使 用 し た 土 砂 等 の 量 を 翌 年 四 月 末 日 ま で に 、 土 砂 等 の 埋 立 て

等 を 完 了 し 、 又 は 廃 止 し た と き は 、 直 前 の 報 告 以 降 に 使 用 し た 土 砂 等 の 量 を 土 砂 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 届 出 の 時 に 、 土 砂 等 使 用 量 報 告 書 （ 様 式 第 十 三 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 に 係 る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 一 時 堆 積 で あ る 場 合 に お け る 土 砂 条 例 第 二 十 条 の 規 定 に よ

る 報 告 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 着 手 し た 日 後 、 毎 年 、 四 月 か ら 九 月 ま で の 間 に 使 用 し た 土 砂 等 の 搬 入 量 及 び 土

砂 等 の 搬 出 量 を 十 月 末 日 ま で に 、 十 月 か ら 翌 年 三 月 ま で の 間 に 使 用 し た 土 砂 等 の 搬 入 量 及 び 土 砂 等 の 搬 出 量 を

翌 年 四 月 末 日 ま で に 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 完 了 し 、 又 は 廃 止 し た と き は 、 直 前 の 報 告 以 降 に 使 用 し た 土 砂 等 の

搬 入 量 及 び 土 砂 等 の 搬 出 量 を 土 砂 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 時 に 、 土 砂 等 搬 入 量 及 び 搬 出 量 報

告 書 （ 様 式 第 十 四 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 水 質 調 査 等 の 方 法 ）  

第 二 十 一 条  土 砂 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 水 質 調 査 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 開 始 し た 日 か ら 六 月 に 一 回 、 別 表 第

四 の 上 欄 に 掲 げ る 項 目 ご と に 、 排 水 基 準 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 四 十 六 年 総 理 府 令 第 三 十 五 号 ） の 規 定 に 基 づ く 環

境 大 臣 が 定 め る 排 水 基 準 に 係 る 検 定 方 法 （ 昭 和 四 十 九 年 環 境 庁 告 示 第 六 十 四 号 ） に よ り 測 定 し て 行 う も の と す

る 。  

２  土 砂 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 水 質 調 査 及 び 土 壌 の 汚 染 状 況 の 調 査 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

 一  水 質 調 査  前 項 に 基 づ く 方 法  

 二  土 壌 の 汚 染 状 況 の 調 査  第 十 一 条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 方 法  
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（ 水 質 調 査 等 の 報 告 ）  

第 二 十 二 条  土 砂 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 同 項 の 水 質 調 査 を 行 っ た 日 か ら 一 月 以 内 に 、 水 質

調 査 報 告 書 （ 様 式 第 十 五 号 ） に 当 該 水 質 調 査 に 使 用 し た 排 水 を 採 取 し た 地 点 の 位 置 図 、 現 場 写 真 及 び 採 取 し た

試 料 ご と の 水 質 調 査 の 結 果 を 証 す る 書 類 （ 環 境 計 量 士 が 発 行 し た も の に 限 る 。 ） を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

２  土 砂 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 同 項 の 水 質 調 査 又 は 土 壌 の 汚 染 状 況 の 調 査 を 行 っ た 日 か ら

一 月 以 内 に 、 水 質 調 査 報 告 書 （ 様 式 第 十 五 号 ） 又 は 土 壌 の 汚 染 状 況 の 調 査 報 告 書 （ 様 式 第 十 六 号 ） に 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 一  当 該 水 質 調 査 に 使 用 し た 排 水 を 採 取 し た 地 点 の 位 置 図 、 現 場 写 真 及 び 採 取 し た 試 料 ご と の 水 質 調 査 の 結 果

を 証 す る 書 類 （ 環 境 計 量 士 が 発 行 し た も の に 限 る 。 ）  

 二  埋 立 て 等 区 域 内 の 土 壌 の 汚 染 状 況 に つ い て の 調 査 の 試 料 と し た 土 砂 等 を 採 取 し た 地 点 の 位 置 図 、 現 場 写 真

及 び 採 取 し た 試 料 ご と の 当 該 調 査 の 結 果 を 証 す る 書 類 （ 環 境 計 量 士 が 発 行 し た も の に 限 る 。 ）  

３  土 砂 条 例 第 二 十 一 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 水 質 の 基 準 は 、 別 表 第 四 の 上 欄 に 掲 げ る 項 目 ご と に 、 同 表 の 下 欄

に 掲 げ る と お り と す る 。  

（ 標 識 の 寸 法 及 び 記 載 事 項 ）  

第 二 十 三 条  土 砂 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 標 識 の 大 き さ は 、 縦 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 横 百 二 十 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 で な け れ ば な ら な い 。  

２  土 砂 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

一  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号 並 び に 許 可 を し た 者  

二  土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 行 う 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 ） 並 び に 連 絡 先 の 電 話 番 号  

三  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 目 的  

四  埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

五  埋 立 て 等 区 域 の 規 模  

六  管 理 事 務 所 に 置 く 管 理 責 任 者 の 氏 名 及 び 職 名 並 び に 連 絡 先 の 電 話 番 号  

七  埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 土 砂 等 の 予 定 量 （ 一 時 堆 積 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 年 間 の 土 砂 等 の 搬 入 の 予 定 量 及

び 搬 出 の 予 定 量 ）  

八  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 期 間  

（ 関 係 書 類 の 閲 覧 等 ）  

第 二 十 四 条  土 砂 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 に 供 す る 書 類 に 含 ま れ て い る 情 報 の う ち 、

三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 個 人 情 報 及 び 三 重 県 情 報 公

開 条 例 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 条 例 第 四 十 二 号 ） 第 七 条 第 三 号 に 該 当 す る 情 報 で あ っ て 次 の 各 号 に 定 め る も の に つ

い て は 、 閲 覧 の 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

一  土 砂 条 例 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 、 土 砂 条 例 第 十 五 条 第 二 項 第 一 号 、 土 砂 条 例 第 二 十 五 条 第 二 項 第 一 号 、 第

十 一 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 二 十 六 条 第 二 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で に 規 定 す る 生 年 月 日  

二  第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 規 定 す る 住 民 票 の 写 し  

三  第 十 一 条 第 三 項 第 二 十 三 号 に 規 定 す る 書 類  

（ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 完 了 等 の 届 出 等 ）  

第 二 十 五 条  土 砂 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 完 了 の 届 出 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 完 了 し た 日 か ら 十 五 日

以 内 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 土 砂 等 の 埋 立 て 等 完 了 届 （ 様 式 第 十 七 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

一  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号  

二  埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

三  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 期 間  

四  土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 完 了 し た 年 月 日  

五  完 了 し た 埋 立 て 等 区 域 に お け る 土 地 及 び 土 砂 等 の 堆 積 の 形 状  

六  埋 立 て 等 区 域 外 へ の 土 砂 等 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 の 防 止 上 及 び 生 活 環 境 の 保 全 上 必 要 な 措 置 を

講 じ て い る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 内 容  

２  土 砂 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 廃 止 又 は 休 止 の 届 出 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 廃 止 し た 場 合 に あ っ て

は 廃 止 し た 日 か ら 三 十 日 以 内 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 休 止 し た 場 合 に あ っ て は 休 止 し た 日 か ら 十 日 以 内 に 、 次 に
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掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 土 砂 等 の 埋 立 て 等 廃 止 （ 休 止 ） 届 （ 様 式 第 十 八 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一  前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項  
二  土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 廃 止 し た 年 月 日 又 は 休 止 し よ う と す る 期 間  

三  土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し た 場 合 の 埋 立 て 等 区 域 に お け る 土 地 及 び 土 砂 等 の 堆 積 の 形 状  

四  土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 廃 止 又 は 休 止 す る 理 由  

五  土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し た 場 合 の 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 土 砂 等 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る

災 害 の 防 止 上 及 び 生 活 環 境 の 保 全 上 必 要 な 措 置 を 講 じ て い る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 内 容  

３  土 砂 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 再 開 の 届 出 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 再 開 届 （ 様 式 第 十 九 号 ） を 提 出 し

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 地 位 の 承 継 ）  

第 二 十 六 条  土 砂 条 例 第 二 十 五 条 第 二 項 の 申 請 書 は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 地 位 承 継 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 二 十 号 ） と

す る 。  

２  土 砂 条 例 第 二 十 五 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

一  承 継 し よ う と す る 地 位 に 係 る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号  

二  管 理 事 務 所 に 置 く 管 理 責 任 者 の 氏 名 及 び 職 名  

三  土 砂 条 例 第 二 十 五 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 者 」 と い う 。 ） が 法 人 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 役 員 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日  

四  申 請 者 が 未 成 年 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日 （ 法 定 代 理 人 が 法 人

で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 生 年 月 日 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並 び に 役 員 の 氏 名 、

住 所 及 び 生 年 月 日 ）  

五  申 請 者 に 使 用 人 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日  

六  承 継 の 理 由  

３  土 砂 条 例 第 二 十 五 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。  

一  承 継 し よ う と す る 地 位 に 係 る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 許 可 証 の 写 し  

二  第 十 一 条 第 三 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で 及 び 第 二 十 二 号 に 掲 げ る 書 類  

三  土 砂 条 例 第 九 条 の 許 可 を 受 け た 者 の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 で あ る こ と 又 は 同 条 の 許 可 を 受 け た 者 か ら

当 該 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 行 う 権 原 を 取 得 し た こ と を 証 す る 書 面  

（ 土 地 の 所 有 者 に よ る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 施 工 状 況 の 確 認 ）  

第 二 十 七 条  土 砂 条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 施 工 の 状 況 の 確 認 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 当

該 施 工 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 に お い て 、 毎 月 一 回 以 上 、 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一  当 該 施 工 の 状 況 が 土 砂 条 例 第 十 条 各 項 の 規 定 に よ る 説 明 を 受 け た 内 容 に 相 違 し て い な い こ と 。  

二  当 該 埋 立 て 等 区 域 に お い て 土 砂 等 の 崩 落 、 飛 散 若 し く は 流 出 に よ る 災 害 の 発 生 又 は そ の お そ れ が な い こ と 。 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 埋 立 て 等 区 域 に お い て 確 認 す る こ と が 困 難 な 事 情 が あ る と き は 、 土 砂 条 例 第 二 十

八 条 第 一 項 に 規 定 す る 土 地 の 所 有 者 は 、 他 の 者 に 確 認 さ せ る こ と に よ り 行 う こ と が で き る 。  

（ 土 砂 等 搬 入 禁 止 区 域 の 指 定 の 公 示 ）  

第 二 十 八 条  土 砂 条 例 第 三 十 条 第 二 項 （ 土 砂 条 例 第 三 十 二 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る

公 示 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 事 項 に つ い て 、 県 公 報 に よ り 行 う も の と す る 。  

一  土 砂 等 搬 入 禁 止 区 域 を 指 定 す る 場 合  土 砂 等 搬 入 禁 止 区 域 の 位 置 、 区 域 及 び 面 積 、 指 定 の 期 間 並 び に 指 定

の 理 由  

二  土 砂 等 搬 入 禁 止 区 域 の 指 定 を 解 除 す る 場 合  土 砂 等 搬 入 禁 止 区 域 の 位 置 、 区 域 及 び 面 積  

（ 身 分 証 ）  

第 二 十 九 条  土 砂 条 例 第 三 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 証 明 書 は 、 身 分 証 明 書 （ 様 式 第 二 十 一 号 ） と す る 。  

（ 書 類 の 提 出 部 数 ）  

第 三 十 条  土 砂 条 例 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類 の 部 数 は 、 正 本 一 部 及 び 副 本 二 部 と す る 。  

 （ 土 砂 条 例 附 則 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 法 令 等 の 処 分 ）  

第 三 十 一 条  土 砂 条 例 附 則 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 処 分 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  森 林 法 第 十 条 の 二 第 一 項 又 は 第 三 十 四 条 第 二 項 （ 同 法 第 四 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 許 可  

二  地 す べ り 等 防 止 法 第 十 八 条 第 一 項 の 許 可  

三  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 第 七 条 第 一 項 の 許 可  

四  採 石 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 九 十 一 号 ） 第 三 十 三 条 の 認 可  
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五  砂 利 採 取 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 七 十 四 号 ） 第 十 六 条 の 認 可  

六  農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 八 号 ） 第 十 五 条 の 二 第 一 項 の 許 可  
七  三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 第 四 条 第 一 項 の 許 可  

八  三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 第 四 条 の 認 可  
附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ）  

項   目  

基   準  

土 砂 等 に 水 を 加 え た 場 合 に 溶 出 す る 物 質

の 量  

土 砂 等 に 含 ま れ る 物 質 の 量  

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き カ ド ミ ウ ム 〇 ・ 〇

一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き カ ド ミ ウ ム 百 五

十 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

六 価 ク ロ ム 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 六 価 ク ロ ム 〇 ・ 〇

五 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 六 価 ク ロ ム 二 百

五 十 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ク ロ ロ エ チ レ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

二 ― ク ロ ロ ― 四 ・ 六 ― ビ ス （ エ チ

ル ア ミ ノ ） ― 一 ・ 三 ・ 五 ― ト リ ア

ジ ン （ 別 表 第 四 に お い て 「 シ マ ジ

ン 」 と い う 。 ）  

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 三 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

 

―  

シ ア ン 化 合 物  検 液 中 に シ ア ン が 検 出 さ れ な い こ と 。  
 

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 遊 離 シ ア ン 五 十

ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

Ｎ ・ Ｎ ― ジ エ チ ル チ オ カ ル バ ミ

ン 酸 Ｓ ― 四 ― ク ロ ロ ベ ン ジ ル

（ 別 表 第 四 に お い て 「 チ オ ベ ン

カ ル ブ 」 と い う 。 ）  

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 二 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  
 

―  

四 塩 化 炭 素  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン  
 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 四 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  
―  

一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  
 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 一 ミ リ グ ラ ム

以 下 で あ る こ と 。  

―  

一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 四 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

ジ ク ロ ロ メ タ ン  
 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 二 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

水 銀 及 び そ の 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 水 銀 〇 ・ 〇 〇 〇 五

ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ り 、 か つ 、 検 液 中 に

ア ル キ ル 水 銀 が 検 出 さ れ な い こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 水 銀 十 五 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き セ レ ン 〇 ・ 〇 一 ミ

リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き セ レ ン 百 五 十 ミ

リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

テ ト ラ メ チ ル チ ウ ラ ム ジ ス ル フ

ィ ド （ 別 表 第 四 に お い て 「 チ ウ ラ

ム 」 と い う 。 ）  

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 六 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 一 ミ リ グ ラ ム 以 下

で あ る こ と 。  

―  

一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 六 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  
 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 三 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

鉛 及 び そ の 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 鉛 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 鉛 百 五 十 ミ リ グ

ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  
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砒
ひ

素 及 び そ の 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 砒 素 〇 ・ 〇 一 ミ リ

グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き 砒 素 百 五 十 ミ リ

グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

 

検 液 一 リ ッ ト ル に つ き ふ っ 素 〇 ・ 八 ミ リ

グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き ふ っ 素 四 千 ミ リ

グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ベ ン ゼ ン  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  

―  

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  検 液 一 リ ッ ト ル に つ き ほ う 素 一 ミ リ グ ラ

ム 以 下 で あ る こ と 。  

土 壌 一 キ ロ グ ラ ム に つ き ほ う 素 四 千 ミ リ

グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  検 出 さ れ な い こ と 。  ―  

有 機 り ん 化 合 物 （ パ ラ チ オ ン 、 メ

チ ル パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル ジ メ ト

ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ に 限 る 。 別 表 第 四

に お い て 同 じ 。 ）  
検 出 さ れ な い こ と 。  

 

―  

備 考  分 析 方 法 は 、 土 壌 汚 染 対 策 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 環 境 省 令 第 二 十 九 号 ） 第 六 条 第 三 項 第 四 号 及 び 同 条 第 四 項 第

二 号 に 規 定 す る 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 と す る 。  

別 表 第 二 （ 第 十 四 条 関 係 ）  

一  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 高 さ 及 び 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ る 法 面 （ 擁 壁 で 覆 う 部 分 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の

勾 配 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 土 砂 等 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 中 欄 に 掲 げ る 土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 高 さ 及 び 下 欄

に 掲 げ る 法 面 の 勾 配 に 定 め る も の で あ る こ と 。  

土 砂 等 の 区 分  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 高 さ  法 面 の 勾 配  

建 設 業 に 属 す る 事 業 を 行 う 者 の

再 生 資 源 の 利 用 に 関 す る 判 断 の

基 準 と な る べ き 事 項 を 定 め る 省

令 （ 平 成 三 年 建 設 省 令 第 十 九 号 ）

別 表 第 一 に 規 定 す る 第 一 種 建 設

発 生 土 、 第 二 種 建 設 発 生 土 及 び

第 三 種 建 設 発 生 土 並 び に こ れ ら

に 準 じ る も の  

安 定 計 算 を 行 っ た 場 合  安 全 が 確 保 さ れ る 高 さ  安 全 が 確 保 さ れ る 勾 配  

そ の 他  十 五 メ ー ト ル 以 下  

垂 直 一 メ ー ト ル に 対 す る 水

平 距 離 が 一 ・ 八 メ ー ト ル 以

上 の 勾 配  

そ の 他  安 定 計 算 を 行 い 、 安 全 が 確 保 さ れ る 高 さ  
安 定 計 算 を 行 い 、 安 全 が 確

保 さ れ る 勾 配  

二  土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ る 法 面 の 高 さ が 五 メ ー ト ル 以 上 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 法 面 の 高 さ が 五

メ ー ト ル ご と に 幅 が 一 メ ー ト ル 以 上 の 小 段 が 設 置 さ れ る こ と 。  

三  著 し く 傾 斜 し て い る 土 地 に お い て 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 行 う 場 合 に お い て は 、 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 行 う 前 の 地

盤 と 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ た 土 砂 等 と が 接 す る 面 が 滑 り 面 と な ら な い よ う に 段 切 り 等 の 措 置 が 講 じ ら れ

る こ と 。  

四  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 完 了 後 の 地 盤 に 緩 み 、 沈 下 又 は 崩 壊 が 生 じ な い よ う に 締 固 め そ の 他 の 措 置 が 講 じ ら れ る

こ と 。  

五  擁 壁 を 用 い る 場 合 の 当 該 擁 壁 の 構 造 は 、 宅 地 造 成 等 規 制 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 七 年 政 令 第 十 六 号 ） 第 六 条 か ら

第 十 条 ま で の 規 定 に 適 合 す る こ と 。  

六  土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ る 法 面 は 、 石 張 り 、 芝 張 り そ の 他 の 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 、 風 化 そ の 他 の

侵 食 に 対 し て 保 護 さ れ る こ と 。  

七  埋 立 て 等 区 域 （ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ る 法 面 を 除 く 。 ） は 、 利 用 目 的 が 明 確 で あ る 部 分 を 除 き 、 芝 張

り 、 植 林 そ の 他 の 土 砂 等 の 飛 散 防 止 の た め の 措 置 （ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 に お け る 土 砂 等 の 飛

散 防 止 の た め の 措 置 を 含 む 。 ） が 講 じ ら れ る こ と 。  

八  埋 立 て 等 区 域 及 び 施 設 設 置 区 域 の 地 盤 に つ い て 、 滑 り や す い 土 質 の 層 又 は 軟 弱 な 地 盤 が あ る 場 合 に は 、 地 盤

に 滑 り 、 沈 下 又 は 隆 起 が 生 じ な い よ う に 、 杭 打 ち 、 土 の 置 換 え 、 水 抜 き そ の 他 の 措 置 が 講 じ ら れ る こ と 。  

九  埋 立 て 等 区 域 の 地 盤 の 高 さ が 周 辺 よ り 低 い 土 地 、 斜 面 の 下 方 に 位 置 す る 土 地 及 び 谷 又 は 沢 状 の 土 地 な ど 地 表

水 が 集 中 し や す い 地 形 の 土 地 に お い て 土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 行 う 場 合 は 、 湧 水 又 は 浸 透 水 を 有 効 か つ 速 や か に 排

除 で き る よ う 、 地 下 排 水 工 等 の 排 水 施 設 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ る こ と 。  

十  雨 水 そ の 他 地 表 水 を 排 除 す る こ と が で き る よ う に 、 必 要 な 排 水 施 設 （ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間

に お け る 排 水 施 設 を 含 む 。 ） が 設 置 さ れ る こ と 、 及 び 排 水 施 設 の 勾 配 及 び 断 面 積 が 、 そ の 排 除 す べ き 雨 水 そ の 他

の 地 表 水 を 支 障 な く 流 下 さ せ る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

十 一  埋 立 て 等 区 域 外 に 土 砂 等 が 流 出 し な い よ う に 、 沈 砂 池 （ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 に お け る 沈
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砂 池 を 含 む 。 ） の 設 置 そ の 他 の 土 砂 等 の 流 出 を 防 止 す る た め の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ る こ と 。  

十 二  下 水 道 、 排 水 路 、 河 川 そ の 他 の 放 流 先 の 排 水 能 力 に 応 じ て 必 要 が あ る 場 合 は 、 一 時 雨 水 を 貯 留 す る 調 整 池

（ 土 砂 等 の 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 に お け る 調 整 池 を 含 む 。 ） そ の 他 の 施 設 が 設 置 さ れ る こ と 。  

十 三  土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 係 る 工 事 の 順 序 が 、 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 土 砂 等 の 崩 壊 、 飛 散 、 流 出 そ の 他 の 災 害 が 発

生 し な い よ う 、 沈 砂 池 、 調 整 池 、 擁 壁 等 の 防 災 工 事 が 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 先 行 し て 実 施 さ れ る も の と な っ て い

る こ と 。  

別 表 第 三 （ 第 十 四 条 関 係 ）  

一  土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 高 さ が 五 メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。  

二  土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ っ て 生 じ る 法 面 の 勾 配 は 、 垂 直 一 メ ー ト ル に 対 す る 水 平 距 離 が 二 メ ー ト ル 以 上 の 勾 配

で あ る こ と 。  

三  埋 立 て 等 区 域 の 土 地 の 勾 配 は 、 垂 直 一 メ ー ト ル に 対 す る 水 平 距 離 が 十 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。 た だ し 、 埋

立 て 等 区 域 外 へ の 土 砂 等 の 崩 壊 、 飛 散 、 流 出 そ の 他 の 災 害 が 発 生 す る お そ れ が な い も の と し て 知 事 が 認 め る 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

四  別 表 第 二 の 第 八 号 、 第 十 号 、 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 の 規 定 に 適 合 す る こ と 。  

五  土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 係 る 工 事 の 順 序 が 、 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 土 砂 等 の 崩 壊 、 飛 散 、 流 出 そ の 他 の 災 害 が 発 生

し な い よ う 、 沈 砂 池 等 の 防 災 工 事 が 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 先 行 し て 実 施 さ れ る も の と な っ て い る こ と 。  

六  埋 立 て 等 区 域 の 周 辺 に 、 土 砂 等 の 堆 積 の 高 さ に 相 当 す る 幅 の 緩 衝 地 帯 の 設 置 そ の 他 の 措 置 が 講 じ ら れ る こ と 。 

別 表 第 四 （ 第 二 十 二 条 関 係 ）  

項   目  基   準  

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き カ ド ミ ウ ム 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

六 価 ク ロ ム 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き 六 価 ク ロ ム 〇 ・ 〇 五 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ク ロ ロ エ チ レ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

シ マ ジ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 三 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

シ ア ン 化 合 物  シ ア ン が 検 出 さ れ な い こ と 。  

チ オ ベ ン カ ル ブ  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 二 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

四 塩 化 炭 素  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 四 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 四 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 二 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ジ ク ロ ロ メ タ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 二 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

水 銀 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き 水 銀 〇 ・ 〇 〇 〇 五 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ り 、 か つ 、 ア ル キ ル 水

銀 が 検 出 さ れ な い こ と 。  

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き セ レ ン 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

チ ウ ラ ム  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 六 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 〇 六 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 三 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

鉛 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き 鉛 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

砒 素 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き 砒 素 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き ふ っ 素 〇 ・ 八 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ベ ン ゼ ン  一 リ ッ ト ル に つ き 〇 ・ 〇 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  一 リ ッ ト ル に つ き ほ う 素 一 ミ リ グ ラ ム 以 下 で あ る こ と 。  

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  検 出 さ れ な い こ と 。  

有 機 り ん 化 合 物  検 出 さ れ な い こ と 。  
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様式第 1号その 1（第 9条関係） 

土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書 

 土砂等の埋立て等の許可の申請をしようとする者（                ）の行う埋

立て等については、裏面の留意事項を了承の上、私の所有する次の土地の使用について同意します。 

土地の所在地及び地番 地目 登記簿上の地積（㎡） 

   

   

 

 また、同意の前提として、上記の許可の申請をしようとする者から、次の事項について 年 月 日

に説明を受け、その内容を確認しました。 

① 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

② 土砂等の埋立て等の目的 

③ 埋立て等区域の位置及び規模 

④ 土砂等の埋立て等の施工を管理する事務所（以下「管理事務所」という。）の所在地並びに当該

管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名 

⑤ 土砂等の埋立て等に供する施設の設置に関する計画 

⑥ 埋立て等に使用される土砂等の量 

⑦ 土砂等の埋立て等の期間 

⑧ 土砂等の埋立て等において、その土砂等の堆積量が最大となるとき及び完了時の埋立て等区域

における土地及び土砂等の堆積の形状 

⑨ 埋立て等に使用される土砂等の搬入に関する計画 

⑩ 埋立て等区域外への排水の水質調査を行うために講ずる措置 

⑪ 土砂等の埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散又は流

出による災害を防止するために講ずる措置及び埋立て等区域の周辺地域の生活環境を保全するた

めに講ずる措置 
 

※土砂等の埋立て等が当該埋立て等区域外への搬出を目的として行われるもの（一時堆積）の場合

は、上記①から⑤まで及び⑨から⑪までのほか、以下の事項が必要です。 

⑫ 年間の埋立て等に使用される土砂等の搬入の予定量及び搬出の予定量 

⑬ 土砂等の埋立て等の期間 

⑭ 埋立て等区域における土地及び土砂等の堆積の形状 

 

 ここに同意したことを証するため、署名押印します。 

      年  月  日 

           土地の所有者 住 所 

                   氏 名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

（注）土地の所有者が法人の場合は、署名押印に代えて記名押印を行うことができる。  
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【同意に当たっての留意事項】 

１ 土砂等の埋立て等を行うことについて同意をした土地の所有者は、次のことを行わなければなりません。 

(1) 土砂等の埋立て等が行われている間、毎月１回以上、当該埋立て等の施工状況を確認すること。 

(2) (1)の確認の結果、許可の内容と明らかに異なる土砂等の埋立て等が行われていることを知ったとき

は、直ちに、当該土砂等の埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止又は原状回復その他の必要な措

置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告すること。 

(3) 埋立て等区域において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生し、又はそのおそれがある

ことを知ったときは、速やかにその旨を知事に通報すること。 

２ １(1)の確認又は１(2)の報告を怠った場合には、土地の所有者は、必要な措置を講ずるよう勧告又は命

令（その勧告に従わない場合）を受けることがあります。 

３ ２の命令に違反した土地の所有者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。 

 

 
 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例（抜粋） 
 
（土地の所有者の同意） 
第十条 前条の許可の申請をしようとする者（次条において「申請予定者」という。）は、あらかじめ、規則で定めると
ころにより、当該申請に係る埋立て等が行われる土地の所有者に対し、当該申請が、第十二条第一項の規定によるも
のである場合にあっては同項第一号から第十一号までに掲げる事項（同項第一号の生年月日を除く。）を、同条第二項
の規定によるものである場合にあっては同項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第一項第一号の生年月日を除
く。）を説明し、その同意を得なければならない。 

２ 第十五条第一項の変更許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る
埋立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項（同項第一号の生年月日を除く。）
を説明し、その同意を得なければならない。 

３ 第二十五条第一項の承継の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋
立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項（同項第一号の生年月日を除く。）を
説明し、その同意を得なければならない。 

 
（土砂等の埋立て等に係る土地の所有者の義務） 
第二十八条 第十条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土砂等の埋立て等が施工されている間、規則で定め
るところにより、定期的に、その施工の状況を確認しなければならない。 

２ 第十条の同意をした土地の所有者は、前項の規定による確認の結果、第九条の許可又は第十五条第一項の変更許可
の内容（第十条の同意をした場合におけるものに限る。次条第一項第一号において同じ。）と明らかに異なる土砂等の
埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに、当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止又は原状回
復その他の必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。 

 
（土砂等の埋立て等に係る土地の所有者に対する勧告及び命令） 
第二十九条 知事は、第二十六条（第二項を除く。）の規定による命令（土砂等の埋立て等の停止の命令を除く。）をし
たにもかかわらず、当該命令を受けた者が期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る土砂等
の埋立て等について第十条の同意をした土地の所有者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、当該命令に係る
措置を講ずるよう勧告することができる。 
一 前条第一項の規定による確認（当該確認を行うべき時期において、第九条の許可又は第十五条第一項の変更許可
の内容と明らかに異なる土砂等の埋立て等が行われていた場合のものに限る。）を怠った者 

二 前条第二項の規定による報告を怠った者 
２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、その者に対し、当該勧告に係る措
置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十九条第二項の規定による命令に違反した者 
 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則（抜粋） 
 
（土地の所有者による土砂等の埋立て等の施工状況の確認） 
第二十七条 条例第二十八条第一項の規定による施工の状況の確認は、次の各号に掲げる事項について、当該施工に係
る埋立て等区域において、毎月一回以上、行わなければならない。 
一 当該施工の状況が条例第十条各項の規定による説明を受けた内容に相違していないこと。 
二 当該埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生又はそのおそれがないこと。  

２ 前項の場合において、当該埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第二十八条第一項に
規定する土地の所有者は、他の者に確認させることにより行うことができる。 
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様式第 1号その 2（第 9条関係） 

土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書（変更許可） 

 土砂等の埋立て等の変更許可の申請をしようとする者（                ）の行う

土砂等の埋立て等については、裏面の留意事項を了承の上、私の所有する次の土地の使用について同意

します。 

土地の所在地及び地番 地目 登記簿上の地積（㎡） 

   

   

 

 また、同意の前提として、上記の土砂等の埋立て等の変更許可の申請をしようとする者から、次の事項

について     年  月  日に説明を受け、その内容を確認しました。  

① 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

② 変更の内容及びその理由 

 

 ここに同意したことを証するため、署名押印します。 

      年  月  日 

             土地の所有者 住 所 

                    氏 名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

（注）土地の所有者が法人の場合は、署名押印に代えて記名押印を行うことができる。 
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【同意に当たっての留意事項】 

１ 土砂等の埋立て等を行うことについて同意をした土地の所有者は、次のことを行わなければなりません。 

(1) 土砂等の埋立て等が行われている間、毎月１回以上、当該埋立て等の施工状況を確認すること。 

(2) (1)の確認の結果、許可の内容と明らかに異なる土砂等の埋立て等が行われていることを知ったときは、

直ちに、当該土砂等の埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止又は原状回復その他の必要な措置を講

ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告すること。 

(3) 埋立て等区域において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生し、又はそのおそれがあること

を知ったときは、速やかにその旨を知事に通報すること。 

２ １(1)の確認又は１(2)の報告を怠った場合には、土地の所有者は、必要な措置を講ずるよう勧告又は命令

（その勧告に従わない場合）を受けることがあります。 

３ ２の命令に違反した土地の所有者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。 

 
 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例（抜粋） 
 
（土地の所有者の同意） 
第十条 前条の許可の申請をしようとする者（次条において「申請予定者」という。）は、あらかじめ、規則で定める
ところにより、当該申請に係る埋立て等が行われる土地の所有者に対し、当該申請が、第十二条第一項の規定による
ものである場合にあっては同項第一号から第十一号までに掲げる事項（同項第一号の生年月日を除く。）を、同条第
二項の規定によるものである場合にあっては同項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第一項第一号の生年月
日を除く。）を説明し、その同意を得なければならない。 

２ 第十五条第一項の変更許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る
埋立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項（同項第一号の生年月日を除く。）
を説明し、その同意を得なければならない。 

３ 第二十五条第一項の承継の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋
立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項（同項第一号の生年月日を除く。）
を説明し、その同意を得なければならない。 

 
（土砂等の埋立て等に係る土地の所有者の義務） 
第二十八条 第十条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土砂等の埋立て等が施工されている間、規則で定め
るところにより、定期的に、その施工の状況を確認しなければならない。 

２ 第十条の同意をした土地の所有者は、前項の規定による確認の結果、第九条の許可又は第十五条第一項の変更許可
の内容（第十条の同意をした場合におけるものに限る。次条第一項第一号において同じ。）と明らかに異なる土砂等
の埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに、当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止又は原状
回復その他の必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。 

 
（土砂等の埋立て等に係る土地の所有者に対する勧告及び命令） 
第二十九条 知事は、第二十六条（第二項を除く。）の規定による命令（土砂等の埋立て等の停止の命令を除く。）をし
たにもかかわらず、当該命令を受けた者が期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る土砂等
の埋立て等について第十条の同意をした土地の所有者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、当該命令に係
る措置を講ずるよう勧告することができる。 
一 前条第一項の規定による確認（当該確認を行うべき時期において、第九条の許可又は第十五条第一項の変更許
可の内容と明らかに異なる土砂等の埋立て等が行われていた場合のものに限る。）を怠った者 

二 前条第二項の規定による報告を怠った者 
２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、その者に対し、当該勧告に係る措
置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十九条第二項の規定による命令に違反した者 
 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則（抜粋） 
 
（土地の所有者による土砂等の埋立て等の施工状況の確認） 
第二十七条 条例第二十八条第一項の規定による施工の状況の確認は、次の各号に掲げる事項について、当該施工に係
る埋立て等区域において、毎月一回以上、行わなければならない。 
一 当該施工の状況が条例第十条各項の規定による説明を受けた内容に相違していないこと。 
二 当該埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生又はそのおそれがないこと。  

２ 前項の場合において、当該埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第二十八条第一項
に規定する土地の所有者は、他の者に確認させることにより行うことができる。 
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様式第 1号その 3（第 9条関係） 

土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書（地位承継） 

 土砂等の埋立て等の地位承継の承認を申請しようとする者（                 ）

の行う土砂等の埋立て等については、下記の留意事項を了承の上、私の所有する次の土地の使用につ

いて同意します。 

土地の所在地及び地番 地目 登記簿上の地積（㎡） 

   

   

 

 また、同意の前提として、上記の土砂等の埋立て等の地位承継の承認を申請しようとする者から、

次の事項について     年  月  日に説明を受け、その内容を確認しました。  

① 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

② 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第九条の許可を受けた者の氏名及び住所（法人に

あっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

 

 ここに同意したことを証するため、署名押印します。 

      年  月  日 

            土地の所有者 住 所 

                    氏 名                   印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

（注）土地の所有者が法人の場合は、署名押印に代えて記名押印を行うことができる。 

 

 

【同意に当たっての留意事項】 

１ 土砂等の埋立て等を行うことについて同意をした土地の所有者は、次のことを行わなければなりません。 

(1) 土砂等の埋立て等が行われている間、毎月１回以上、当該埋立て等の施工状況を確認すること。 

(2) (1)の確認の結果、許可の内容と明らかに異なる土砂等の埋立て等が行われていることを知ったとき

は、直ちに、当該土砂等の埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止又は原状回復その他の必要な措

置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告すること。 

(3) 埋立て等区域において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害が発生し、又はそのおそれがある

ことを知ったときは、速やかにその旨を知事に通報すること。 

２ １(1)の確認又は１(2)の報告を怠った場合には、土地の所有者は、必要な措置を講ずるよう勧告又は命

令（その勧告に従わない場合）を受けることがあります。 

３ ２の命令に違反した土地の所有者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。 
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三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例（抜粋） 
 
（土地の所有者の同意） 
第十条 前条の許可の申請をしようとする者（次条において「申請予定者」という。）は、あらかじめ、規則で定
めるところにより、当該申請に係る埋立て等が行われる土地の所有者に対し、当該申請が、第十二条第一項の
規定によるものである場合にあっては同項第一号から第十一号までに掲げる事項（同項第一号の生年月日を除
く。）を、同条第二項の規定によるものである場合にあっては同項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第
一項第一号の生年月日を除く。）を説明し、その同意を得なければならない。 

２ 第十五条第一項の変更許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請
に係る埋立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項（同項第一号の生年
月日を除く。）を説明し、その同意を得なければならない。 

３ 第二十五条第一項の承継の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に
係る埋立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項（同項第一号の生年月
日を除く。）を説明し、その同意を得なければならない。 

 
（地位の承継） 
第二十五条 第九条の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人又は同条の許可を受けた者から当該許可に係
る埋立て等区域の土地の所有権その他当該許可に係る土砂等の埋立て等を行う権原を取得した者は、知事の承
認を受けて、当該許可を受けた者が有していた同条の許可に基づく地位を承継することができる。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 
一 氏名、住所及び生年月日（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに主たる事務所の
所在地） 

二 第九条の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務
所の所在地） 

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 
３ 前項の申請書には、第十条第三項の同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添付しなければ
ならない。 

４・５ （略） 
 
（土砂等の埋立て等に係る土地の所有者の義務） 
第二十八条 第十条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土砂等の埋立て等が施工されている間、規則
で定めるところにより、定期的に、その施工の状況を確認しなければならない。 

２ 第十条の同意をした土地の所有者は、前項の規定による確認の結果、第九条の許可又は第十五条第一項の変
更許可の内容（第十条の同意をした場合におけるものに限る。次条第一項第一号において同じ。）と明らかに異
なる土砂等の埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに、当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て
等の中止又は原状回復その他の必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を知事に報告しな
ければならない。 

 
（土砂等の埋立て等に係る土地の所有者に対する勧告及び命令） 
第二十九条 知事は、第二十六条（第二項を除く。）の規定による命令（土砂等の埋立て等の停止の命令を除く。）
をしたにもかかわらず、当該命令を受けた者が期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に
係る土砂等の埋立て等について第十条の同意をした土地の所有者で次の各号のいずれかに該当するものに対
し、当該命令に係る措置を講ずるよう勧告することができる。 
一 前条第一項の規定による確認（当該確認を行うべき時期において、第九条の許可又は第十五条第一項の変
更許可の内容と明らかに異なる土砂等の埋立て等が行われていた場合のものに限る。）を怠った者 

二 前条第二項の規定による報告を怠った者 
２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、その者に対し、当該勧告に
係る措置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることが
できる。 

 
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十九条第二項の規定による命令に違反した者 
 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則（抜粋） 
 
（土地の所有者による土砂等の埋立て等の施工状況の確認） 
第二十七条 条例第二十八条第一項の規定による施工の状況の確認は、次の各号に掲げる事項について、当該施工
に係る埋立て等区域において、毎月一回以上、行わなければならない。 
一 当該施工の状況が条例第十条各項の規定による説明を受けた内容に相違していないこと。 
二 当該埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生又はそのおそれがないこと。  

２ 前項の場合において、当該埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第二十八条第 
一項に規定する土地の所有者は、他の者に確認させることにより行うことができる。 
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様式第 2号（第 10条関係） 

 

説明会の開催結果等報告書 

年  月  日 

   三重県知事 宛て 

 

                               住   所 

                                                         

                               氏  名                     印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 11条第 1項（同条第 4項において準用する場合

を含む。）の規定による周辺地域の住民への周知を次のとおり実施したので、報告します。 

埋立て等区域の位置 
 

説 明 会 の 開 催 日 時 
 

説 明 会 の 開 催 場 所 
 

説明会開催についての 

周知の範囲とその方法 

 

説 明 者 の 氏 名 

（法人にあっては、氏名 

及 び 役 職 名 ） 

 

住 民 の 出 席 者 数                  名 

説 明 会 の 概 要 
 

意 見 書 の 概 要 
 

意 見 へ の 対 応 状 況 
 

特 記 事 項 
 

注１ 説明会を２回以上開催した場合は、説明会ごとに作成すること。 

 ２ 説明会で配布した説明資料並びに説明会で説明した内容、出席者の要望及び意見並びにそ

れらへの回答等について具体的に記載した議事録を添付すること。 

 ３ 周辺地域の住民の意見書を添付すること。 
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様式第 3号（第 11条関係） 

 

土砂等の埋立て等許可申請書 
                                   年  月  日 

 

   三重県知事 宛て 

 

                                 住   所 

                                 氏   名                    印 

                 生年月日                   

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第12条の規定により、関係書類を添えて土砂等の埋

立て等の許可を申請します。 

土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 目 的 
 

 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置 
 

 

埋 立 て 等 区 域 の 規 模 面積：   ｍ２  最大高さ：   ｍ 

管 理 事 務 所 の 所 在 地 
 

 

管 理 責 任 者 の 氏 名 及 び 職 名 
 

 

土 砂 等 の 埋 立 て 等 に 供 す る 

施 設 の 設 置 に 関 す る 計 画 

 

 

埋 立 て 等 に 使 用 

さ れ る 土 砂 等 の 量(※１) 
        ｍ３ 

土 砂 等 の 埋 立 て 等 の 期 間   年  月  日 ～   年  月  日 

最 大 堆 積 時 及 び 完 了 時 の 

埋 立 て 等 区 域 に お け る 

土地及び土砂等の堆積の形状(※２) 

 

埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 

土砂等の搬入に関する計画(※３) 

 

 

埋立て等区域外への排水の水質調査

を 行 う た め に 講 ず る 措 置 

 

 

土砂等の埋立て等が施工されている

間における埋立て等区域外への土砂

等の崩落、飛散又は流出による災害を

防 止 す る た め に 講 ず る 措 置 

 

土砂等の埋

立て等が施

工されてい

る間におけ

る埋立て等

区域の周辺

地域の生活

環境を保全

するために

講ずる措置 

粉 じ ん の 飛 散 

の 防 止 措 置 

 

 

土砂等及び雨水等の流

出 の 防 止 措 置 
 

騒 音 及 び 振 動 の 

防 止 措 置 

 

 

そ の 他 
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（※１）一時堆積（土砂等の埋立て等が当該埋立て等区域外への搬出を目的として行われるものをいう。

以下同じ。）である場合にあっては、年間の土砂等の埋立て等に使用される土砂等の搬入の予

定量及び搬出の予定量 

（※２）一時堆積である場合にあっては、埋立て等区域における土地及び土砂等の堆積の形状 

（※３）発生元事業者名、発生場所、１日当たり最大の搬入予定量、搬入期間、搬入曜日及び時間並び

に搬入土砂等の種類及び区分を付表１に記載して添付すること。 

注 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名、住所及び生年月日、申請者が未成年者であ

る場合にあってはその法定代理人の氏名、住所及び生年月日（法定代理人が法人である場合にあって

は、その名称、代表者の氏名、生年月日及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏名、住所及び生年

月日）、申請者に三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第13条に規定する使用人があ

る場合にあっては、その使用人の氏名、住所及び生年月日を付表２に記載して添付すること。 
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付表１ 
 

埋立て等に使用される土砂等の搬入に関する計画 
 

発 生 元 事 業 者 名 発 生 場 所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日当たり最大の搬入予定量                   ㎥ 

土砂等の埋立て等に使用 

さ れ る 土 砂 等 の 量 
                  ㎥ 

搬 入 期 間      年  月  日 ～   年  月  日まで 

搬 入 曜 日 及 び 時 間 
 曜日 ～    曜日 

  時  分 ～   時  分まで 

搬 入 土 砂 等 の 種 類  

搬 入 土 砂 等 の 区 分  

備   考 
 

注１ 搬入土砂等の種類の欄には、土砂、改良土、再生土を記載すること。 

２ 搬入土砂等の区分の欄には、該当する建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判

断の基準となるべき事項を定める省令別表第１の上欄に掲げる区分を記載すること。 

３ 搬入経路図を添付すること。 
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付表２ 
申請者が法人である場合 
 役員 

 （ふ  り  が  な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

申請者が未成年者である場合 

法定代理人（個人である場合） 

 （ふ り が な） 

氏   名 
生  年  月  日 住      所 

  

 
 

 

法定代理人（法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名     称 
主たる事務所の所在地 

  

 

役員 

 （ふ り が な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

申請者に三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第13条に規定する使用人がある場合 

 （ふ り が な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 
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様式第 4号（第 11条関係） 

 

調 査 試 料 採 取 調 書 

年  月  日 

   三重県知事 宛て 

                   住  所                     

 

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

別添の土壌の汚染状況の結果を証する書面の検体試料を次のとおり採取しました。 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

採取した試料ごとの土壌の汚

染状況の調査の結果を証する

書面に記載された発行番号 

  

採 取 年 月 日 年   月   日 

採 取 深 度 
 

備 考 
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様式第 5号（第 11条関係）  
土砂等の埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書 

                                    

項   目 数 量 単価（千円） 金  額（千円） 

土

砂

等

の

埋

立

て

等

の

施

工

に

要

す

る

経

費 

防 災 の た め の 施 設 の 設 置 工 事 に 要 す る 経 費  

 仮設工（準備工） 

 伐採・除根・除草工 

 進入路設置工 
 杭・丁張・標識工 

 その他 

   

飛散防止工 
 防護柵設置工 

 その他 

   

軟弱地盤対策工    

段切り工    

擁壁工（土留工）    

排水施設工 

沈砂池設置工 
調整池設置工 

地下排水工 

暗渠排水工 

埋設工 

その他 

   

その他    

そ の 他 の 工 事 等 に 要 す る 経 費  

 盛土工    

表面排水工    

法面保護工    

撤去工    

水質調査    

土壌の汚染状況の調査    

その他    

その他の経費（土地の賃借料、人件費等間接経費を含む。）  

合   計  
 

項   目 調達方法  金  額（千円） 

資

金

調

達

方

法 

防災のための施設の設置工事に要する経費 

に 係 る 資 金 調 達 方 法 

自己資金  

借入金  

そ の 他 の 工 事 等 に 要 す る 経 費 

に 係 る 資 金 調 達 方 法 

自己資金  

借入金  

収入  

合   計  
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様式第 6号（第 11条関係） 

 
土砂等の搬入に係る管理計画書 

                                    
 
 

受入条件  

搬 

入 

前 

確認方法①  

搬 

入 

時 

確認方法②  

受入方法・手順  

その他  
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様式第 7号（第 16条関係） 

土砂等の埋立て等変更許可申請書 
年  月  日 

 

   三重県知事 宛て 

 

                                住   所 

                                                         

                                氏   名                     印 

                生年月日                   

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第15条第2項の規定により、関係書類を添えて土砂

等の埋立て等の変更の許可を申請します。 

注 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名、住所及び生年月日、申請者が未成年者であ

る場合にあってはその法定代理人の氏名、住所及び生年月日（法定代理人が法人である場合にあって

は、その名称、代表者の氏名、生年月日及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏名、住所及び生年

月日）、申請者に三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第13条に規定する使用人があ

る場合にあっては、その使用人の氏名、住所及び生年月日を付表に記載して添付すること。 

 

 

 

  

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

変 

更 

内 

容 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 理 由  
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付表 
申請者が法人である場合 
 役員 

 （ふ  り  が  な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

申請者が未成年者である場合 

法定代理人（個人である場合） 

 （ふ り が な） 

氏   名 
生  年  月  日 住      所 

  

 
 

 

法定代理人（法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名     称 
主たる事務所の所在地 

  

 

役員 

 （ふ り が な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

申請者に三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第13条に規定する使用人がある場合 

 （ふ り が な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 
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様式第 8号（第 16条関係） 

 

土砂等の埋立て等変更届 
 

年  月  日 

 

   三重県知事 宛て 

 

                               住   所 

                                                        

                               氏   名                     印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第15条第5項の規定により、次のとおり届け出ます。 
 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

変 更 年 月 日           年   月   日 

変 

更 

内 

容 

変 更 前  

変 更 後  
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様式第 9号（第 17条関係） 

土砂等の埋立て等着手届 

年  月  日 

 

   三重県知事 宛て 

 

 住  所 

 氏  名                      印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 17条の規定により、次のとおり届け出ます。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号  年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置 

 

着 手 年 月 日 年   月   日 

 

 

令和2年1月31日 三　重　県　公　報 第　76　号

30



 

様式第 10号（第 18条関係） 

 

土砂等発生元証明書 
年  月  日 

許可を受けた者の氏名 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

               様 

                   土砂等を発生させた者 

                    住  所 

                    氏  名                  印 

                     法人にあっては、その名称、代表者又は現場責任

者の氏名及び主たる事務所の所在地             

                    電話番号 

  

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 9 条の許可を受けた埋立て等区域に搬出する

土砂等は、次の場所から発生したものであることを証明します。 

工 事 等 の 名 称 
 

 

工 事 等 の 施 工 場 所 
 

 

工 事 等 の 発 注 者 
 

 

工 事 等 の 施 工 期 間 
 

 

搬 出 す る 土 砂 等 の 量       ㎥ 

搬 出 す る 土 砂 等 の 種 類 
 

 

搬出する土砂等を使用する 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置 
 

注 搬出する土砂等の種類の欄には、土砂、改良土を記載すること。 
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様式第 11号（第 18条関係） 

土砂等搬入報告書 

年  月  日 

三重県知事 宛て 

 

                   

                   住  所                     

 

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

     

 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 18 条第 1 項の規定により土砂等の発生場所及

び土砂等の汚染のおそれがないことを確認したので、同条第 2項の規定により関係書類を添えて

次のとおり報告します。  

許 可 年 月 日 及 び 番 号  年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

土砂等の埋立て等の期間  年  月  日 ～    年  月  日 

土 砂 等 の 発 生 場 所  

土 砂 等 の 搬 入 予 定 量         ㎥ 

土 砂 等 の 搬 入 期 間 年  月  日 ～    年  月  日 

処 理 の 方 法 （ ※ １ ）  

※１ 改良土又は再生土に限る。 
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様式第 12号その 1（第 19条関係） 

                       

土 砂 等 管 理 台 帳 
 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 
許 可 を 受 け た 者 の 氏 名 
（法人にあっては、その名称） 

   年  月  日 

  第    号 

 

           
土 砂 等 の 発 生 場 所 の 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 
（ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 
及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 

土 砂 等 の 発 生 場 所 の 
工 事 等 の 名 称 ( ※ １ ） 

  
 
 
 

  

           
土 砂 等 の 搬 入 
の 日 付 

１日当たりの土砂等の搬入量(m 3) 搬 入 の た め の 車 両 台 数 （ 台 ） 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

計 
 
         

 

※１ 再生土又は土砂等の発生場所以外の場所において処理される改良土の場合は、工場・事業場の名称 

注１ 土砂等管理台帳は、土砂等の発生場所ごとに作成し、１日ごとに記入すること。 

２ 一時堆積（土砂等の埋立て等が当該土砂等の埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的とし

て行われるものをいう。）の場合にあっては、土砂等の搬出については様式第１２号その２に記載

すること。 

 

令和2年1月31日 三　重　県　公　報 第　76　号

33



 

様式第 12号その 2（第 19条関係） 

 

土 砂 等 管 理 台 帳（搬出用） 
 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 
許 可 を 受 け た 者 の 氏 名 
（法人にあっては、その名称） 

   年  月  日 

  第    号 

 

           

土砂等の搬出の 
日 付 

１日当たりの土砂等の搬出量（㎥） 搬 出 の た め の 車 両 台 数 （ 台 ） 

 
 

          

 
 

         

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

  

計 
         
 

 

注 土砂等管理台帳（搬出用）は、土砂等の搬出について１日ごとに記入すること。 
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様式第 13号（第 20条関係） 

 

土砂等使用量報告書 

年  月  日 

三重県知事 宛て 

 

                   住  所                     

 

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 20 条の規定により、土砂等の埋立て等に使用し

た土砂等の量を次のとおり報告します。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号      年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

土砂等の埋立て等の期間 年   月   日 ～   年   月   日 

こ の 報 告 に 係 る 期 間 年   月   日 ～   年   月   日 

埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 土 砂 等 の 量                ㎥ 

この報告に係る期間の前までに報告した土砂等の量                ㎥ 

この報告に係る期間中に搬入した土砂等の量                ㎥ 

土 砂 等 の 発 生 場 所 及 び 工 事 等 の 名 称 
前 回 累 計 量 

㎥ 

今回報告量 

㎥ 

累 計 量 

㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計 
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様式第 14号（第 20条関係） 

 
土砂等搬入量及び搬出量報告書 

年  月  日 

三重県知事 宛て 

 

                   住  所                     

 

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等埋立て等の規制に関する条例第 20 条の規定により、土砂等の埋立て等に係る土砂

等の搬入の量及び搬出の量を次のとおり報告します。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号      年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

こ の 報 告 に 係 る 期 間 年   月   日 ～   年   月   日 

年 間 の 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 

土 砂 等 の 搬 入 の 予 定 量 及 び 搬 出 の 予 定 量 

搬入の予定量        ㎥ 

搬出の予定量        ㎥ 

この報告に係る期間中に搬入した土砂等の量                ㎥ 

 

土 砂等の発 生場所及 び工事等 の名称 
前 回 累 計 量 

㎥ 

今回報告量 

㎥ 

累 計 量 

㎥ 

  

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

この報告に係る期間中に搬出した土砂等の量                ㎥ 

この報告時における埋立て等区域内の土砂等の量                ㎥ 
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様式第 15号（第 22条関係） 

 

水質調査報告書 

年  月  日 

   三重県知事 宛て 

                   住  所                     

 

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 21条第 1項（第 2項）の規定により、水質調査

の結果を次のとおり報告します。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号    年  月  日   第      号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

土砂等の埋立て等の期間    年  月  日  ～   年  月  日 

採取した試料ごとの水質調査

の結果を証する書類に記載 

さ れ た 発 行 番 号 

 

調 査 時 期 の 区 分       定期 ・ 廃止 ・ 完了 

採 取 年 月 日 年   月   日 

排 水 の 採 取 場 所 
 

備 考 
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様式第 16号（第 22条関係） 

 

土壌の汚染状況の調査報告書 

年  月  日 

   三重県知事 宛て 

                   住  所                     

 

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 21条第 2項の規定により、土壌の汚染状況の調

査の結果を次のとおり報告します。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号    年  月  日   第      号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

土砂等の埋立て等の期間    年  月  日  ～   年  月  日 

採取した試料ごとの土壌の汚

染状況の調査の結果を証する

書類に記載された発行番号 

 

調 査 時 期 の 区 分           廃止 ・ 完了 

採 取 年 月 日 年   月   日 

採 取 深 度 
 

備 考 
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様式第 17号（第 25条関係） 

 

土砂等の埋立て等完了届 

年  月  日  

   三重県知事 宛て 

 

住  所 

     

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 24 条第 1 項の規定により土砂等の埋立て等を完

了したので、次のとおり届け出ます。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年   月   日   第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

土砂等の埋立て等の期間     年   月   日 ～   年   月   日 

土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 

完 了 し た 年 月 日 
          年   月   日 

完了した埋立て等区域にお

ける土地及び土砂等の 

堆 積 の 形 状 

 

埋立て等区域外への土砂等

の崩落、飛散又は流出 

による災害の防止上及び生

活環境の保全上必要な措置 

を講じている場合にあって

は、その内容 
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様式第 18号（第 25条関係） 

 

土砂等の埋立て等廃止（休止）届 

年  月  日  

   三重県知事 宛て 

 

住  所 

     

氏  名                  印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 24 条第 1 項の規定により土砂等の埋立て等を

（廃止・休止）したので、次のとおり届け出ます。 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年   月   日    第    号 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

土砂等の埋立て等の期間      年   月   日 ～    年  月  日 

土 砂 等 の 埋 立 て 等 を 

廃 止 し た 年 月 日 

（休止しようとする期間） 

       年   月   日 

（休止期間  年   月   日 ～   年  月  日 ） 

廃止（休止）した埋立て等

区 域 に お け る 土 地 

及 び 堆 積 の 形 状 

 

休 止 又 は 廃 止 の 理 由  

埋立て等区域外への土砂等

の崩落、飛散又は流出 

による災害の防止上及び生

活環境の保全上必要な措置

を講じている場合にあって

は、その内容 
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様式第 19号（第 25条関係） 

 

土砂等の埋立て等再開届 

年  月  日  

   三重県知事 宛て 

 

住   所 

     

氏   名                 印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 24 条第 1 項の規定により土砂等の埋立て等を再

開したので、次のとおり届け出ます。 

許可年月日及び番号 年   月   日    第    号 

埋立て等区域の位置  

休 止 期 間      年   月   日 ～    年  月  日 

再 開 年 月 日 年   月   日 
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様式第 20号（第 26条関係） 

土砂等の埋立て等地位承継承認申請書 
 

年  月  日 

 

三重県知事 宛て 

                                 住  所 

                                                         

                                氏  名                  印 

                  生年月日                   

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第25条第2項の規定により、地位の承継の承認を次

のとおり申請します。 
 

許 可 を 受 け た 者 の 氏 名 

及び住所（法人にあっては、 

そ の 名 称 及 び 代 表 者 の 

氏 名 並 び に 主 た る 

事 務 所 の 所 在 地 ） 

 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年   月   日    第    号 

土砂等の埋立て等の期間 年   月   日 ～    年  月  日 

埋 立 て 等 区 域 の 位 置  

管理責任者の氏名及び職名  

承 継 の 理 由  

注 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名、住所及び生年月日、申請者が未成年者であ

る場合にあってはその法定代理人の氏名、住所及び生年月日（法定代理人が法人である場合にあって

は、その名称、代表者の氏名、生年月日及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏名、住所及び生年

月日）、申請者に三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第13条に規定する使用人があ

る場合にあっては、その使用人の氏名、住所及び生年月日を付表に記載して添付すること。 
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付表 
申請者が法人である場合 
 役員 

 （ふ  り  が  な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

申請者が未成年者である場合 

法定代理人（個人である場合） 

 （ふ り が な） 

氏   名 
生  年  月  日 住      所 

  

 
 

 

法定代理人（法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名     称 
主たる事務所の所在地 

  

 

役員 

 （ふ り が な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

申請者に三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第13条に規定する使用人がある場合 

 （ふ り が な） 

氏   名 

生  年  月  日 
住      所 

役 職 名 
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様式第 21号（第 29条関係） 

 

(表) 

第     号 

身 分 証 明 書 

 

所  属 

 

職  名 

 

氏  名 

 

上記の者は、三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例第 33条第 2項の規定に

よる検査のための立入りを行う職員であることを証する。 

 

発行年月日    年   月   日 

 

三重県知事 

 

 

  

 

(裏) 

 

三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例（抜粋） 

 

（報告の徴収及び立入等） 
第 33条 （略） 
２ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂等の埋立て等
を行う者、土砂等の埋立て等についてあっせんを行う者、埋立て等が行われる土砂
等を販売、排出、製造、処理、運搬若しくは保管する者又は土砂等の埋立て等が行
われる土地の所有者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入らせ、帳
簿書類その他の物件を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において土砂等
若しくは排水を無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。 

３・４ （略） 

 

第 42条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

一～九 （略） 

十 第 33条第 2項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 

 

９センチメートル 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

写真 
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